
 

                            

北名古屋市監査公表第３号 

 

 地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第１９９条第４項の規定に基づき、定例監

査を実施したので、同条第９項の規定により、その結果を公表する。 

 

  平成３1年３月５日 

 

                  北名古屋市監査委員 大 野 眞 一 

 

                          

                  北名古屋市監査委員 桂 川 将 典 

                                    

定例監査の結果について 

 

１ 監査の対象及び実施期間 

  環境課及び高齢福祉課 

  対象期間 平成３０年４月１日から平成３０年１１月２９日までの所管事務 

  実施期間 平成３０年１１月１日から平成３０年１１月２９日まで 

 

２ 監査の概要 

  所管事務の執行について、監査資料及び関係書類等の提出を求め審査し、関係職

員から説明を聴き、事務事業の執行が適正かつ合理的・効率的に行われているかを

主眼として、監査を実施した。 

 

３ 監査の結果 

  監査を実施した結果、各所管の事務事業の執行処理状況については、おおむね適

正に行われていると認められた。なお、一部において是正を要する事項が見受けら

れたが、その都度、関係者に指摘して是正指導を行った。 

環境課及び高齢福祉課の事務事業の内容及び監査の結果については、次のとおり

である。 

 

＜環境課＞ 

 主な所管事務は、環境保全（空き家を含む。）対策、廃棄物の処理及び清掃、循環

型社会形成の推進、エネルギー対策及び地球温暖化対策、し尿及び浄化槽、犬、猫等、



 

ねずみ族及び衛生害虫、防疫、墓地及び火葬場、公害の防止に関する事務である。 

 

 ⑴ 庶務事務について 

ア 環境保全センターにおける作業服の被服貸与について、年度毎には管理され

ているが、個人毎の貸与履歴が分かるものがなかった。 

イ 動物死体処理依頼書の受付について、収受印が押印されていないものがあっ

た。 

 ⑵ 補助事業について 

住宅用地球温暖化対策設備設置費補助金について、申請者と住宅所有者が異な

る場合は、住宅所有者の承諾を受けている者が補助対象となるが、確認した結果

が記録されていないものがあった。 

 

＜高齢福祉課＞ 

 主な所管事務は、福祉総合窓口、高齢者福祉、高齢者福祉団体、高齢者福祉施設、

高齢者福祉計画、介護保険料、要介護認定、介護給付及び予防給付、介護保険事業計

画、地域包括ケア推進、介護予防及び日常生活支援総合事業、包括的支援事業、地域

包括支援センターの運営、任意事業、認知症対策、回想法事業、成年後見制度、高齢

者虐待防止、福祉部の庶務に関する事務である。 

 

 ⑴ 収入事務について 

老人保護措置費負担金について、過年度分収入の調定が年度当初に行われてい

なかった。 

 ⑵ 支出事務について 

ア 寝具乾燥サービス事業について、利用決定後は継続的にサービスを提供して

いるが、定期的に利用者の状況を確認していなかった。また、利用者負担金が

平成３０年度から変更されたが、金額変更の決裁及び通知書に変更内容が記載

されていなかった。 

イ 老人日常生活用具等給付費について、年度末に申請され支給決定したが、用

具の納品が翌年度になっているものがあった。 

ウ 老人ホーム入所措置における入所継続の要否判定について、入所者の状況に

変化がなかったため入所判定委員会は未開催としたが、決裁を受けていなかっ

た。また、入所継続が適当とみなした者について、施設長に報告していなかっ

た。 

エ 老人ホーム入所者生活補給金について、本人に支払うべき補給金を養護老人

ホームの請求により施設の口座に振り込みしているものがあるが、本人に支給



 

されたか確認していなかった。 

オ 介護予防福祉用具購入費負担金について、登録事業者による受領委任払いの

申請に申請者の委任日が記入されていないものがあった。 

 ⑶ 契約事務について 

ア 敬老会記念品の購入について、契約書に委託契約の約款が添付されていた。

また、見積合わせの結果び契約の伺いに関する回議書の起案文が、契約締結の

報告になっていた。 

イ 市民主体型訪問サービス事業について、利用決定通知書に利用者負担金の記

載欄がなかった。また、サービス提供実績記録票に事業者名の記入箇所がなく、

様式に不備があった。 

 

意 見 

敬老会記念品について、高齢化率の上昇に伴い対象者や購入金額が増大しており、

費用対効果を考え、今後のあり方を敬老祝金と併せて検討されたい。 

 

 


